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　10月は、土地に関する様々な普及啓発活動を
行う「土地月間」です。
　一定面積以上の土地取引を行った場合は、国土
利用計画法に基づき、権利取得者（譲受人）は、契
約締結日を含めて2週間以内に、市の窓口に届出
をする必要があります。詳しくは市のホームペー
ジをご覧いただくか、企画政策課にお問い合わせ
ください。
○届出の必要な面積

市街化区域　　　　　　　　　　2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域　5,000㎡以上
都市計画区域外の区域　　　　 10,000㎡以上

○届出の必要な取引
 売買、交換、共有物持分の譲渡、一時金を伴う
地上権、賃借権の譲渡又は設定等

問 本庁 企画政策課　企画政策G
☎52-1111　内線310

　10月から11月までの2か月間にわたり、2019
年全国家計構造調査が実施されます。調査員が訪
問した際には、世帯主のお名前や世帯人数等をお
聞きしますので、ご回答をお願いします。調査に
より集められた個人情報は統計法により保護さ
れ、厳重に管理されますのでご安心ください。調
査対象地区は、栄町地区・泉地区・北塩子地区と
なります。
※�調査員は必ず顔写真の入った「調査員証」を携帯
しています。ご確認ください。

問 本庁 総務課情報・統計G　☎52-1111　内線317

―お詫びと訂正―
　令和元年８月 26 日発行「広報常陸大宮お
知らせ版№ 404」26 ページ “ ♦休日・祝日
の当番医♦ ” の記事中、岡崎外科医院の問合
せ先に誤りがありました。
お詫びして訂正します。

（誤）☎５２－０４２７
（正）☎５２－０５４７

マイナンバーカード（個人番号カード）を利用し
て住民票の写しなどの一部証明書を全国のコンビ
ニエンスストアで取得できます。

【利用時間】
　6：30～23：00　メンテナンス時を除く

【利用の際必要なもの】
　 利用者証明用電子証明書付きのマイナンバー

カード（個人番号カード）
 カード取得時に設定した4桁の暗証番号（利用
者証明用電子証明書暗証番号）

【利用できるコンビニエンスストア】
 セブンイレブン、ローソン、サークルＫサンク
ス、ファミリーマート、セイコーマート、ミニ
ストップ等各店舗
※ マルチコピー機が設置されている店舗に限り

ます。
【対象の証明書】
　住民票の写し（本人分、世帯の全員分）
　印鑑登録証明書（本人のみ）
　所得証明書・課税証明書（本人分、現年度分のみ）

【手数料】
　各証明書1通200円（窓口の場合300円）

※ 請求時、常陸大宮市に住民登録がある方に限
ります。

問 本庁 市民課市民G　☎52-1111内線102

10月は土地月間です～土地取引の後には届出を～

全国家計構造調査にご協力ください

証明書のコンビニ交付について
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